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(57)【要約】
【課題】光走査装置による走査光の軌跡をキャリブレー
ションするためのキャリブレーション治具の製作コスト
を抑えることが難しい。
【解決手段】キャリブレーション治具を、スクリーンと
、スクリーンのスクリーン面上で走査光を走査させるこ
とが可能な位置に光走査装置を保持する光走査装置保持
手段と、イメージセンサを搭載する所定の撮像装置を、
走査光により走査されたスクリーン面を撮像することが
可能な位置で保持する撮像装置保持手段と、から構成す
る。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の光走査装置による走査光の軌跡をキャリブレーションするためのキャリブレーシ
ョン治具であって、
　スクリーンと、
　前記スクリーンのスクリーン面上で前記走査光を走査させることが可能な位置に前記光
走査装置を保持する光走査装置保持手段と、
　イメージセンサを搭載する所定の撮像装置を、前記走査光により走査されたスクリーン
面を撮像することが可能な位置で保持する撮像装置保持手段と、
を備える
ことを特徴とする、キャリブレーション治具。
【請求項２】
　前記スクリーン面上における前記走査光による走査領域の全体が、前記撮像装置保持手
段に保持された撮像装置の撮像範囲に含まれるように、前記スクリーン面と、前記光走査
装置保持手段と、前記撮像装置保持手段との相対位置を規定する相対位置規定手段
を備える
ことを特徴とする、請求項１に記載のキャリブレーション治具。
【請求項３】
　前記相対位置規定手段は、
　　外部より実質遮光された内部空間を規定する筐体
　を有し、
　　　前記筐体は、
　　　　対向する一対の壁部を有し、
　　　　一方の前記壁部の内部空間側の面が前記スクリーン面であり、
　　　　他方の前記壁部であって、前記スクリーン面と正対する位置に前記光走査装置保
持手段及び前記撮像装置保持手段を有する
ことを特徴とする、請求項２に記載のキャリブレーション治具。
【請求項４】
　前記光走査装置と前記撮像装置は単一の内視鏡の先端部に組み込まれており、
　前記光走査装置保持手段と前記撮像装置保持手段は、
　　前記先端部を保持する単一の保持手段である
ことを特徴とする、請求項１から請求項３の何れか一項に記載のキャリブレーション治具
。
【請求項５】
　前記走査光は前記先端部の先端面を介して射出され、かつ該走査光により走査されたス
クリーン面を反射する反射光は該先端面を介して該先端部内の前記イメージセンサにより
受光されるものであり、
　前記単一の保持手段は、
　　前記他方の壁部の外壁面上に形成された凹部であり、前記先端部が差し込まれること
により該先端部を保持することができ、保持された先端部の先端面が前記スクリーン面と
正対するように凹部底面に開口が形成されている
ことを特徴とする、請求項３を引用する請求項４に記載のキャリブレーション治具。
【請求項６】
　前記スクリーン面は平面である
ことを特徴とする、請求項１から請求項５の何れか一項に記載のキャリブレーション治具
。
【請求項７】
　前記光走査装置保持手段は、
　　前記スクリーン面に対して前記光走査装置が持つ光学系の光軸が垂直となるように該
光走査装置を保持する
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ことを特徴とする、請求項６に記載のキャリブレーション治具。
【請求項８】
　前記撮像装置保持手段は、
　　前記スクリーン面に対して前記撮像装置が持つ光学系の光軸が垂直となるように該撮
像装置を保持する
ことを特徴とする、請求項６又は請求項７に記載のキャリブレーション治具。
【請求項９】
　前記光走査装置保持手段に保持された前記光走査装置と前記スクリーン面との距離、及
び前記撮像装置保持手段に保持された前記撮像装置と該スクリーン面との距離、の少なく
とも一方を調節する距離調節手段
を備える
ことを特徴とする、請求項１から請求項８の何れか一項に記載のキャリブレーション治具
。
【請求項１０】
　請求項１から請求項９の何れか一項に記載のキャリブレーション治具と、
　前記撮像装置と、
　前記撮像装置により撮像されたスクリーン面上の前記走査光の軌跡が所定の基準軌跡と
一致するように前記光走査装置の駆動パラメータを調節する駆動パラメータ調節手段と、
を備える
ことを特徴とする、キャリブレーションシステム。
【請求項１１】
　前記駆動パラメータ調節手段は、
　　前記所定の基準軌跡のデータを格納する基準軌跡データ格納手段と、
　　前記撮像装置により撮像される前記走査光の軌跡のデータを取得する軌跡データ取得
手段と、
　　前記基準軌跡データ格納手段に格納された前記基準軌跡のデータと、前記軌跡データ
取得手段により取得された前記走査光の軌跡のデータとを比較する比較手段と、
　を有し、
　　前記比較手段による比較結果に基づいて前記走査光の軌跡のデータが前記基準軌跡の
データと一致するように前記光走査装置の駆動パラメータを調節する
ことを特徴とする、請求項１０に記載のキャリブレーションシステム。
【請求項１２】
　前記光走査装置は、前記走査光を射出端より射出する光ファイバ、及び該射出端を所定
の周波数で二軸方向に振動させる圧電アクチュエータを有するものであり、
　前記駆動パラメータ調節手段は、
　　前記比較結果に基づいて前記圧電アクチュエータへ印加する、各軸に対応する交流電
圧の振幅、位相、周波数の少なくとも一つを調節する
ことを特徴とする、請求項１１に記載のキャリブレーションシステム。
【請求項１３】
　請求項１１又は請求項１２に記載のキャリブレーションシステムを用いて所定の光走査
装置による走査光の軌跡をキャリブレーションするキャリブレーション方法であって、
　前記光走査装置保持手段、前記撮像装置保持手段の夫々に前記光走査装置、前記撮像装
置を保持させるステップと、
　前記光走査装置保持手段に保持された光走査装置による走査光により前記スクリーン面
を走査するステップと、
　前記走査光により走査されたスクリーン面を前記撮像装置保持手段に保持された撮像装
置により撮像するステップと、
　前記撮像装置により撮像された前記走査光の軌跡が所定の基準軌跡と一致するように前
記光走査装置の駆動パラメータを調節するステップと、
を含む、キャリブレーション方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、被写体を周期的に走査する光走査装置に関連し、特に、光走査装置による
走査光の軌跡をキャリブレーションするためのキャリブレーション治具に関する。また、
光走査装置による走査光の軌跡をキャリブレーションするキャリブレーションシステム及
びキャリブレーション方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　被写体を周期的に走査することにより得た信号を画像化する走査型内視鏡システムが知
られている（例えば特許文献１）。この種の走査型内視鏡システムは、シングルモード型
の光ファイバ及び二軸アクチュエータを有する内視鏡を備えている。内視鏡内部において
、光ファイバは、基端部が二軸アクチュエータによって片持ち梁状に保持されている。二
軸アクチュエータは、振動の振幅を変調及び増幅させながら、光ファイバの先端部分を所
定の周波数で二次元的に振動（例えば固有振動数で二次元的に共振）させることにより、
光ファイバの先端を所定の面上で渦巻状に移動させる。これにより、光ファイバによって
光源から伝送された光が被写体を渦巻状に走査し、走査された被写体からの戻り光に基づ
いて走査領域の被写体画像が生成されて、モニタの表示画面に表示される。
【０００３】
　より詳細には、特許文献１に例示されるこの種の走査型内視鏡システムでは、走査光に
より走査された被写体より戻される戻り光が被写体情報をなす信号として検出される。検
出された信号には、その検出タイミングに応じて、走査領域内の走査位置と対応する位置
関係にある二次元画素配列内の画素位置が割り当てられる。そして、割り当てられた画素
位置に各信号による被写体情報が配列されて画像化され、モニタの表示画面に表示される
。そのため、歪みの無い再現性の高い画像を生成するには、各画素位置に対応する走査光
の位置をモニタの表示座標系に正確に合わせる必要がある。そこで、特許文献１では、キ
ャリブレーション治具を用いて走査光の軌跡をキャリブレーションしている。具体的には
、光ファイバより射出される光をキャリブレーション治具のＰＳＤ（Position Sensitive
 Detector）によって受光し、各画素位置に対応する走査光の位置を検出しながら、理想
的な走査軌跡を得るべく、二軸アクチュエータへの印加電圧の振幅、位相、周波数等の調
節を行っている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特表２００８－５１４３４２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　このように、特許文献１では、ＰＳＤを用いて走査軌跡のキャリブレーションを行って
いる。しかし、ＰＳＤ自体が高価な部品であることから、キャリブレーション治具の製作
コストを抑えることが難しいという問題がある。
【０００６】
　本発明は上記の事情に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、製作コス
トを抑えるのに有利な構成のキャリブレーション治具を提供することである。また、この
ようなキャリブレーション治具を用いて光走査装置による走査光の軌跡をキャリブレーシ
ョンする、キャリブレーションシステム及びキャリブレーション方法を提供することであ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一形態に係るキャリブレーション治具は、所定の光走査装置による走査光の軌
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跡をキャリブレーションするためのものであり、スクリーンと、スクリーンのスクリーン
面上で走査光を走査させることが可能な位置に光走査装置を保持する光走査装置保持手段
と、イメージセンサを搭載する所定の撮像装置を、走査光により走査されたスクリーン面
を撮像することが可能な位置で保持する撮像装置保持手段とを備える。
【０００８】
　本発明の一形態によれば、キャリブレーション専用のＰＳＤを備える必要がない。その
ため、キャリブレーション治具の製作コストが抑えられる。また、キャリブレーション治
具の製作コストを抑えることにより、光走査装置の製造コストを抑えることが可能となる
。
【０００９】
　また、キャリブレーション治具は、スクリーン面上における走査光による走査領域の全
体が、撮像装置保持手段に保持された撮像装置の撮像範囲に含まれるように、スクリーン
面と、光走査装置保持手段と、撮像装置保持手段との相対位置を規定する相対位置規定手
段を備えるものであってもよい。
【００１０】
　相対位置規定手段は、例えば、外部より実質遮光された内部空間を規定する筐体を有し
ている。この筐体は、例えば対向する一対の壁部を有しており、一方の壁部の内部空間側
の面がスクリーン面であり、他方の壁部であって、スクリーン面と正対する位置に光走査
装置保持手段及び撮像装置保持手段を有している。
【００１１】
　光走査装置と撮像装置は、例えば単一の内視鏡の先端部に組み込まれている。この場合
、光走査装置保持手段と撮像装置保持手段は、内視鏡の先端部を保持する単一の保持手段
として構成される。
【００１２】
　光走査装置による走査光は、例えば、内視鏡の先端部の先端面を介して射出される。ま
た、走査光により走査されたスクリーン面を反射する反射光は、例えば、内視鏡の先端部
の先端面を介して先端部内のイメージセンサにより受光される。このような場合において
、単一の保持手段は、例えば、筐体が持つ上記他方の壁部の外壁面上に形成された凹部で
あり、内視鏡の先端部が差し込まれることにより先端部を保持することができ、保持され
た先端部の先端面がスクリーン面と正対するように凹部底面に開口が形成されている。
【００１３】
　スクリーン面は例えば平面である。この場合、光走査装置保持手段は、スクリーン面に
対して光走査装置が持つ光学系の光軸が垂直となるように光走査装置を保持する構成とし
てもよい。また、撮像装置保持手段は、スクリーン面に対して撮像装置が持つ光学系の光
軸が垂直となるように撮像装置を保持する構成としてもよい。
【００１４】
　また、キャリブレーション治具は、光走査装置保持手段に保持された光走査装置とスク
リーン面との距離、及び撮像装置保持手段に保持された撮像装置とスクリーン面との距離
、の少なくとも一方を調節する距離調節手段を備えた構成としてもよい。
【００１５】
　また、本発明の一形態に係るキャリブレーションシステムは、上記キャリブレーション
治具と、撮像装置と、撮像装置により撮像されるスクリーン面上の走査光の軌跡が所定の
基準軌跡と一致するように光走査装置の駆動パラメータを調節する駆動パラメータ調節手
段とを備える。
【００１６】
　駆動パラメータ調節手段は、所定の基準軌跡のデータを格納する基準軌跡データ格納手
段と、撮像装置により撮像された走査光の軌跡のデータを取得する軌跡データ取得手段と
、基準軌跡データ格納手段に格納された基準軌跡のデータと、軌跡データ取得手段により
取得された走査光の軌跡のデータとを比較する比較手段とを有する構成としてもよい。こ
の場合、駆動パラメータ調節手段は、比較手段による比較結果に基づいて走査光の軌跡の
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データが基準軌跡のデータと一致するように光走査装置の駆動パラメータを調節する。
【００１７】
　光走査装置は、例えば、走査光を射出端より射出する光ファイバ、及び光ファイバの射
出端を所定の周波数で二軸方向に振動させる圧電アクチュエータを有するものである。こ
の場合、駆動パラメータ調節手段は、比較手段による比較結果に基づいて圧電アクチュエ
ータへ印加する、各軸に対応する交流電圧の振幅、位相、周波数の少なくとも一つを調節
し、これにより、撮像装置により撮像されるスクリーン面上の走査光の軌跡を所定の基準
軌跡と一致させる。
【００１８】
　また、本発明の一形態に係るキャリブレーション方法は、上記キャリブレーションシス
テムを用いて所定の光走査装置による走査光の軌跡をキャリブレーションする方法であり
、光走査装置保持手段、撮像装置保持手段の夫々に光走査装置、撮像装置を保持させるス
テップと、光走査装置保持手段に保持された光走査装置による走査光によりスクリーン面
を走査するステップと、走査光により走査されたスクリーン面を撮像装置保持手段に保持
された撮像装置により撮像するステップと、撮像装置により撮像された走査光の軌跡が所
定の基準軌跡と一致するように光走査装置の駆動パラメータを調節するステップとを含む
。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明の一形態によれば、製作コストを抑えるのに有利な構成のキャリブレーション治
具が提供される。また、このようなキャリブレーション治具を用いて光走査装置による走
査光の軌跡をキャリブレーションする、キャリブレーションシステム及びキャリブレーシ
ョン方法が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の実施形態のキャリブレーションシステムの構成を示す図である。
【図２】本発明の実施形態の内視鏡システムの中から第二の撮像システムを抽出し、その
構成をブロックで示した図である。
【図３】本発明の実施形態の共焦点光学ユニットの構成を概略的に示す図（図３（ａ））
と、共焦点光学ユニットに備えられる二軸アクチュエータの構成を概略的に示す図（図３
（ｂ））である。
【図４】本発明の実施形態のキャリブレーション治具の内部構成を示す側断面図であり、
キャリブレーション治具に電子内視鏡をセットした状態を示している。
【図５】本発明の実施形態による、走査光の軌跡のキャリブレーションを示すフローチャ
ートである。
【図６】本発明の実施形態のキャリブレーションで用いられる基準軌跡の画像データより
構築される基準軌跡を示す図である。
【図７】別の実施形態のキャリブレーション治具の内部構成を示す側断面図であり、キャ
リブレーション治具に電子内視鏡をセットした状態を示している。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、図面を参照して、本発明の実施形態のキャリブレーションシステム及びキャリブ
レーションシステムにより光走査装置による走査光の走査軌跡をキャリブレーションする
キャリブレーション方法について説明する。
【００２２】
［キャリブレーションシステム１の構成］
　図１は、本実施形態のキャリブレーションシステム１の構成を示す図である。図１に示
されるように、本実施形態のキャリブレーションシステム１は、内視鏡システム１０及び
キャリブレーション治具２０を備えている。このように、本実施形態では、キャリブレー
ション対象（後述の第二の撮像システム）を搭載する内視鏡システム１０をキャリブレー
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ションシステム１に取り込んで利用することにより、キャリブレーションにかかるコスト
を抑えている。
【００２３】
　図１に示されるように、内視鏡システム１０は、電子内視鏡１００、第一のプロセッサ
２００、第二のプロセッサ３００、モニタＭ１及びＭ２を有している。電子内視鏡１００
は、可撓性を有するシースによって外装された挿入部可撓管１０２を有している。挿入部
可撓管１０２の先端には、硬質性を有する樹脂製筐体によって外装された先端部１０４の
基端が連結している。挿入部可撓管１０２と先端部１０４との連結箇所にある湾曲部１０
６は、挿入部可撓管１０２の基端に連結された手元操作部１０８からの遠隔操作によって
屈曲自在に構成されている。この屈曲機構は、一般的な内視鏡に組み込まれている周知の
機構であり、手元操作部１０８の湾曲操作ノブ１０８ａの回転操作に連動した操作ワイヤ
の牽引によって湾曲部１０６を屈曲させるように構成されている。先端部１０４の方向が
湾曲操作ノブ１０８ａの回転操作による屈曲動作に応じて変わることにより、電子内視鏡
１００による観察領域が移動する。また、手元操作部１０８からは、第一のユニバーサル
ケーブル１１０と第二のユニバーサルケーブル１１２が延びている。電子内視鏡１００は
、第一のユニバーサルケーブル１１０の基端に連結されたコネクタを介して第一のプロセ
ッサ２００と接続され、かつ第二のユニバーサルケーブル１１２の基端に連結されたコネ
クタを介して第二のプロセッサ３００と接続される。
【００２４】
　本実施形態の内視鏡システム１０には、二つの撮像システムが組み込まれている。一つ
は、被写体を標準的な倍率及び解像度で撮像する一般的な内視鏡撮像システムと同様の撮
像システム（以下、「第一の撮像システム」と記す。）である。もう一つは、第一の撮像
システムよりも高倍率かつ高解像度で被写体を撮像する撮像システム（以下、「第二の撮
像システム」と記す。）である。
【００２５】
［第一の撮像システムの構成］
　第一のプロセッサ２００は、第一の撮像システムを構成するものであり、光源装置２０
２と信号処理装置２０４とを一体に備えている。光源装置２０２は、自然光の届かない体
腔内を照明する照明光を電子内視鏡１００に供給する。具体的には、光源装置２０２より
射出された照明光が、電子内視鏡１００内に引き回されたＬＣＢ（light carrying bundl
e）１２０の入射端に入射してＬＣＢ１２０内を伝送される。ＬＣＢ１２０内を伝送され
た照明光は、先端部１０４内に配されたＬＣＢ１２０の射出端より射出される。先端部１
０４内には、配光レンズ１２２、対物レンズ１２４及び固体撮像素子１２６が組み込まれ
ている。固体撮像素子１２６は、例えばＣＣＤ（Charge Coupled Device）イメージセン
サ又はＣＭＯＳ（Complementary Metal Oxide Semiconductor）イメージセンサである。
ＬＣＢ１２０の射出端より射出された照明光は、配光レンズ１２２を介して被写体を照明
する。照明光により照明された被写体からの反射光は、対物レンズ１２４を介して固体撮
像素子１２６の受光面上で光学像を結ぶ。
【００２６】
　固体撮像素子１２６は、第一のプロセッサ２００より供給されるクロックパルスに従っ
て、映像のフレームレートに同期したタイミングで駆動する。固体撮像素子１２６は、受
光面上の各画素で結像した光学像を光量に応じた電荷として蓄積して、Ｒ（Red）、Ｇ（G
reen）、Ｂ（Blue）の各色に応じた画像信号に変換する。変換された画像信号は、挿入部
可撓管１０２及び第一のユニバーサルケーブル１１０内に配線された信号ケーブルを伝送
して、フォトカップラなどを使用した絶縁回路（不図示）を介して信号処理装置２０４に
入力される。
【００２７】
　信号処理装置２０４は、入力された画像信号に、クランプ、ニー、γ補正、補間処理、
ＡＧＣ（Auto Gain Control）、ＡＤ変換等の所定の信号処理を施して、図示省略された
フレームメモリにフレーム単位でバッファリングする。バッファリングされた信号は、所
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定のタイミングでフレームメモリから掃き出されて、ＮＴＳＣ（National Television Sy
stem Committee）やＰＡＬ（Phase Alternating Line）等の所定の規格に準拠した映像信
号に変換される。変換された映像信号がモニタＭ１に順次入力することにより、標準的な
倍率及び解像度の被写体のカラー画像がモニタＭ１の表示画面に表示される。
【００２８】
［第二の撮像システムの構成］
　続いて、第二の撮像システムについて説明する。説明の便宜上、第二の撮像システムを
内視鏡システム１０の中から抽出し、抽出された第二の撮像システムの構成をブロック図
で示す（図２）。第二の撮像システムは、共焦点顕微鏡の原理を応用して設計されたシス
テムであり、第一の撮像システムに例示される通常の撮像システムよりも高倍率かつ高解
像度の被写体を観察するのに好適に構成されている。第二の撮像システムを用いた共焦点
観察は、先端部１０４の第一先端面１０４ａを被写体に当て付けた状態で行う。一方、第
一の撮像システムを用いて通常観察を行う場合は、ボケのない鮮明な被写体像を得るため
、対物レンズ１２４の配置面（図１中、先端部１０４の第二先端面１０４ｂ）を、例えば
対物レンズ１２４の焦点距離相当分だけ被写体から離す必要がある。そこで、先端部１０
４は、先端面１０４ａが先端面１０４ｂに対して所定量突出して位置するように形成され
ている。そのため、対物レンズ１２４は、先端面１０４ａを被写体に当て付けると、被写
体を被写界深度に収める位置で安定する。
【００２９】
　図２に示されるように、第二のプロセッサ３００は、第二の撮像システムを構成する。
第二のプロセッサ３００は、光源３０２、光分波合波器（フォトカップラ）３０４、ダン
パ３０６、ＣＰＵ３０８、ＣＰＵメモリ３１０、光ファイバ３１２、受光器３１４、映像
信号処理回路３１６、画像メモリ３１８、映像信号出力回路３２０、操作部３２２及び通
信インタフェース３２４を有している。また、電子内視鏡１００には、第二の撮像システ
ムをなす構成として、光ファイバ（シングルモード型）１３０、共焦点光学ユニット１３
２、サブＣＰＵ１３４、サブメモリ１３６及び走査ドライバ１３８が備えられている。
【００３０】
　光源３０２は、ＣＰＵ３０８の駆動制御に従い、患者の体腔内に投与された薬剤に含有
されている蛍光物質を励起する励起光（連続光又はパルス光）を射出する。光源３０２よ
り射出された励起光は、光分波合波器３０４に入射する。光分波合波器３０４のポートの
一つには、第二のユニバーサルケーブル１１２の基端に連結された光コネクタ３５２が結
合している。光分波合波器３０４の不要ポートには、光源３０２より射出された励起光を
無反射終端するダンパ３０６が結合している。前者のポートに入射した励起光は、光コネ
クタ３５２を介して電子内視鏡１００内に配置された光学系に入射する。
【００３１】
　光ファイバ１３０の基端は、光コネクタ３５２を通じて光分波合波器３０４と光学的に
結合している。光ファイバ１３０の先端部分は、電子内視鏡１００の先端部１０４内に組
み込まれた共焦点光学ユニット１３２内に収められている。光分波合波器３０４より射出
された励起光は、光コネクタ３５２を通過して光ファイバ１３０の基端に入射して光ファ
イバ１３０内を伝送される。
【００３２】
　図３（ａ）は、共焦点光学ユニット１３２の構成を概略的に示す図である。以下、共焦
点光学ユニット１３２を説明する便宜上、共焦点光学ユニット１３２の軸線方向（長手方
向）をＺ方向と定義し、Ｚ方向に直交しかつ互いに直交する二方向をそれぞれ、Ｘ方向、
Ｙ方向と定義する。図３（ａ）に示されるように、共焦点光学ユニット１３２は、共焦点
光学ユニット１３２の各種構成部品を収容する金属製の外筒１３２Ａを有している。外筒
１３２Ａは、外筒１３２Ａの内壁面形状に対応する外壁面形状を持つ内筒１３２Ｂを同軸
（Ｚ方向）にスライド可能に保持している。光ファイバ１３０の先端１３０ａは、外筒１
３２Ａ、内筒１３２Ｂの各基端面に形成された開口を通じて内筒１３２Ｂに収容支持され
ており、光ファイバ１３０内を伝送された励起光を射出する、第二の撮像システムの二次
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的な点光源として機能する。点光源である先端１３０ａの位置は、ＣＰＵ１０８による制
御に基づいて周期的に変化する。なお、図３（ａ）中、中心軸ＡＸは、共焦点光学ユニッ
ト１３２の中心軸を示す。光ファイバ１３０が初期位置にあるときは（光ファイバ１３０
が振動されていない状態では）、中心軸ＡＸと光ファイバ１３０の軸心とが一致する。
【００３３】
　サブメモリ１３６は、電子内視鏡１００の識別情報や各種プロパティ等の情報を格納し
ている。サブＣＰＵ１３４は、システム起動時にサブメモリ１３６から情報を読み出し、
読み出された情報を、第二のプロセッサ３００と電子内視鏡１００とを電気的に接続する
電気コネクタ３５４を介してＣＰＵ３０８に送信する。ＣＰＵ３０８は、サブＣＰＵ１３
４より受信した情報をＣＰＵメモリ３１０に格納する。ＣＰＵ３０８は、格納された情報
を必要時に読み出して電子内視鏡１００の制御に必要な信号を生成して、サブＣＰＵ１３
４に送信する。サブＣＰＵ１３４は、ＣＰＵ３０８より送信された制御信号に従って走査
ドライバ１３８に必要な設定値を指定する。
【００３４】
　先端１３０ａ付近の光ファイバ１３０の外周面には、二軸アクチュエータ１３２Ｃが接
着固定されている。図３（ｂ）は、二軸アクチュエータ１３２Ｃの構成を概略的に示す図
である。図３（ｂ）に示されるように、二軸アクチュエータ１３２Ｃは、走査ドライバ１
３８と接続された一対のＸ軸用電極（図中「Ｘ」、「Ｘ’」）及びＹ軸用電極（図中「Ｙ
」、「Ｙ’」）を圧電体上に形成した圧電アクチュエータである。
【００３５】
　走査ドライバ１３８は、サブＣＰＵ１３４により指定される設定値に基づいてドライブ
信号を生成し、生成されたドライブ信号によって二軸アクチュエータ１３２Ｃを駆動制御
する。より詳細には、走査ドライバ１３８は、交流電圧Ｘを二軸アクチュエータ１３２Ｃ
のＸ軸用電極間に印加して圧電体をＸ方向に共振させると共に、交流電圧Ｘと同一周波数
であって位相が直交する交流電圧ＹをＹ軸用電極間に印加して圧電体をＹ方向に共振させ
る。交流電圧Ｘ、Ｙは夫々、振幅が時間に比例して線形に増加して、時間（Ｘ）、（Ｙ）
かけて実効値（Ｘ）、（Ｙ）に達する電圧として定義される。光ファイバ１３０の先端１
３０ａは、二軸アクチュエータ１３２ＣによるＸ方向、Ｙ方向への運動エネルギーが合成
されることにより、Ｘ－Ｙ平面に近似する面（以下、「ＸＹ近似面」と記す。）上におい
て中心軸ＡＸを中心に渦巻状のパターンを描くように移動する。先端１３０ａの移動軌跡
は、印加電圧に比例して大きくなり、実効値（Ｘ）、（Ｙ）の交流電圧が印加された時点
で最も大きい径を有する円の軌跡を描く。
【００３６】
　励起光は、二軸アクチュエータ１３２Ｃへの交流電圧の印加開始直後から印加停止まで
の期間中、光ファイバ１３０の先端１３０ａより射出される。以下、説明の便宜上、この
期間を「サンプリング期間」と記す。先端１３０ａより射出される励起光は、先端１３０
ａがサンプリング期間中にＸＹ近似面上で渦巻状に移動することにより、中心軸ＡＸを中
心とした所定の円形の走査領域を渦巻状に走査する。
【００３７】
　サンプリング期間が経過して二軸アクチュエータ１３２Ｃへの交流電圧の印加が停止す
ると、光ファイバ１３０の振動が減衰する。ＸＹ近似面上における光ファイバ１３０の先
端１３０ａの運動は、光ファイバ１３０の振動の減衰に伴って収束し、所定時間後にほぼ
ゼロとなる（すなわち、先端１３０ａは中心軸ＡＸ上でほぼ停止する。）。以下、説明の
便宜上、サンプリング期間が終了してから先端１３０ａが中心軸ＡＸ上にほぼ停止するま
での期間を「ブレーキング期間」と記す。ブレーキング期間の経過後、更に所定時間待機
して、次のサンプリング期間が開始される。以下、説明の便宜上、ブレーキング期間が終
了してから次のサンプリング期間の開始までの期間を「セトリング期間」と記す。セトリ
ング期間は、先端１３０ａを中心軸ＡＸ上に完全に停止させるための待機時間である。セ
トリング時間を設定することにより、先端１３０ａの移動軌跡を安定させることができる
。先端１３０ａの移動軌跡を安定させることにより、被写体に対する走査の精度を保証で
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きるようになる。一フレームに対応する期間は、一つのサンプリング期間と一つのブレー
キング期間で構成されている。フレームレートは、セトリング期間を調節することにより
、柔軟に設定変更することができる。このように、セトリング期間は、先端１３０ａが完
全に停止するまでの時間とフレームレートとの関係から適宜設定することが可能となって
いる。なお、ブレーキング期間を短縮するため、ブレーキング期間の初期段階に二軸アク
チュエータ１３２Ｃに逆相電圧を印加して制動トルクを積極的に加えてもよい。
【００３８】
　光ファイバ１３０の先端１３０ａの前方には、対物光学系１３２Ｄが設置されている。
対物光学系１３２Ｄは、複数枚の光学レンズで構成されており、図示省略されたレンズ枠
を介して外筒１３２Ａに保持されている。対物光学系１３２Ｄの光軸は、中心軸ＡＸと一
致する。レンズ枠は、外筒１３２Ａの内部において、内筒１３２Ｂと相対的に固定され支
持されている。そのため、レンズ枠に保持された光学レンズ群は、外筒１３２Ａの内部を
内筒１３２Ｂと一体となってＺ方向にスライドする。なお、外筒１３２Ａの先端面（第一
先端面１０４ａと実質同一の面）は、図示省略されたカバーガラスにより封止されている
。
【００３９】
　内筒１３２Ｂの基端面と外筒１３２Ａの内壁面との間には、圧縮コイルばね１３２Ｅ及
び形状記憶合金１３２Ｆが取り付けられている。圧縮コイルばね１３２Ｅは、自然長から
Ｚ方向に初期的に圧縮挟持されている。形状記憶合金１３２Ｆは、Ｚ方向に長尺な棒形状
を持ち、常温下で外力が加わると変形して、一定温度以上に加熱されると形状記憶効果で
所定の形状に復元する性質を有している。形状記憶合金１３２Ｆは、形状記憶効果による
復元力が圧縮コイルばね１３２Ｅの復元力より大きくなるように設計されている。走査ド
ライバ１３８は、サブＣＰＵ１３４により指定される設定値に応じてドライブ信号を生成
し、生成されたドライブ信号によって形状記憶合金１３２Ｆを通電し加熱することにより
、形状記憶合金１３２Ｆの伸縮量を制御する。形状記憶合金１３２Ｆは、伸縮量に応じて
内筒１３２Ｂを光ファイバ１３０ごとＺ方向に進退させる。具体的には、形状記憶合金１
３２Ｆは、加熱されてＺ方向に延びる（復元する）ことにより、内筒１３２Ｂを光ファイ
バ１３０ごと前方（Ｚ方向）に押し出す。形状記憶合金１３２Ｆはまた、徐冷が進むにつ
れて形状記憶効果による復元力が低下することに伴い、圧縮コイルばね１３２ＥによりＺ
方向に圧縮されて、内筒１３２Ｂを光ファイバ１３０ごと後方（Ｚ方向）に引っ込める。
【００４０】
　光ファイバ１３０の先端１３０ａより射出された励起光は、対物光学系１３２Ｄを透過
して被写体の表面又は表層でスポットを形成する。スポット形成位置は、点光源である先
端１３０ａの進退に応じてＺ方向に変位する。すなわち、共焦点光学ユニット１３２は、
二軸アクチュエータ１３２Ｃによる先端１３０ａのＸＹ近似面上の周期的な円運動とＺ方
向の進退を併せることで、被写体を三次元走査する。
【００４１】
　光ファイバ１３０の先端１３０ａは、対物光学系１３２Ｄの前側焦点位置に配置されて
いるため、共焦点ピンホールとして機能する。先端１３０ａには、励起光により励起され
た被写体より発せられる蛍光のうち先端１３０ａと光学的に共役な集光点からの蛍光のみ
が入射する。先端１３０ａより光ファイバ１３０内に入射した蛍光は、光ファイバ１３０
内を伝送された後、光コネクタ３５２を介して光分波合波器３０４に入射する。光分波合
波器３０４は、入射された蛍光を光源３０２より射出される励起光と分離して光ファイバ
３１２に導く。蛍光は、光ファイバ３１２内を伝送して受光器３１４により検出される。
ここで検出される信号は、被写体の共焦点画像をなす画像情報であり、以下「共焦点画像
検出信号」と記す。受光器３１４により検出された共焦点画像検出信号は、図示省略され
た回路にてＡＤ変換された後、映像信号処理回路３１６に入力される。なお、受光器３１
４は、微弱な光を低ノイズで検出するため、例えば光電子増倍管等の高感度光検出器であ
る。
【００４２】
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　ここで、サンプリング期間中の光ファイバ１３０の先端１３０ａの位置（軌跡）が決ま
ると、先端１３０ａがある位置に来た時に射出される励起光による走査領域内の位置（ス
ポット形成位置）と、このスポット形成位置からの戻り光（蛍光）を受光器３１４で受光
して共焦点画像検出信号を得る信号取得タイミング（以下、「サンプリング点」と記す。
）とがほぼ一義的に決まる。そこで、本実施形態では、設計データに基づいてスポット形
成位置とサンプリング点との対応関係が定義され、その上で、各サンプリング点に対応す
る、共焦点画像をなす各画素の位置（画素アドレス）が定義される。ＣＰＵメモリ３１０
には、サンプリング点と画素アドレスとの対応関係（リマップテーブル）が格納されてい
る。リマップテーブルでは、共焦点画像をなす全ての画素アドレスの夫々について、対応
するサンプリング点が１対１で対応付けられている。なお、リマップテーブルは、時間的
要素（サンプリング点）を空間的要素（画素アドレス）に変換するものであるが、別の表
現によれば、第一の空間的要素（スポット形成位置）を第二の空間的要素（画素アドレス
）に変換するものである。
【００４３】
　映像信号処理回路３１６は、リマップテーブルを参照して、各サンプリング点で得られ
る共焦点画像検出信号に対して画素アドレスを割り当てる。以下、この割り当て作業を「
リマッピング」と記す。リマッピングを行うことにより、各共焦点画像検出信号によって
表現される点像を画素アドレスに従って二次元に配列したもの（共焦点画像）の生成が可
能となる。
【００４４】
　リマッピング後の共焦点画像検出信号は、画像メモリ３１８にフレーム単位でバッファ
リングされる。バッファリングされた共焦点画像検出信号は、所定のタイミングで画像メ
モリ３１８から映像信号出力回路１２０に掃き出されて、ＮＴＳＣ（National Televisio
n System Committee）やＰＡＬ（Phase Alternating Line）等の所定の規格に準拠した映
像信号に変換されてモニタＭ２に出力される。これにより、高倍率かつ高解像度の被写体
の共焦点画像がモニタＭ２の表示画面に表示される。
【００４５】
　このように、被写体の共焦点画像は、設計上定義されたリマップテーブルによるリマッ
ピングによって構築される。そのため、歪みの無い共焦点画像を得るには、被写体におけ
る走査光の軌跡が理想的な渦巻状の軌跡となるように光ファイバ１３０の先端１３０ａを
ＸＹ近似面上で移動させる必要がある。しかし、内視鏡システム１０を構成する各種部品
の特性は所定の範囲でバラツキを持つため、製品毎に固有の特性（以下、「製品固有特性
」と記す。）が内在する。そのため、内視鏡システム１０を単に組み立てただけでは先端
１３０ａをＸＹ近似面上で理想的に動かすことができず、共焦点画像が歪む。そこで、本
実施形態では、被写体における走査光の軌跡に影響する製品固有特性をキャンセルするよ
うに、キャリブレーションを行う。
【００４６】
［キャリブレーション治具２０の構成］
　図４は、キャリブレーション治具２０の内部構成を示す側断面図であり、キャリブレー
ション治具２０に電子内視鏡１００をセットした状態を示している。図４に示されるよう
に、キャリブレーション治具２０は、箱状（例えば直方体状）の筐体２２を有している。
筐体２２は、対向する壁部２２ａと２２ｂを含む複数の壁部を有しており、これら複数の
壁部によって、外部より実質遮光された内部空間を規定している。
【００４７】
　壁部２２ａの内部空間側の面は、スクリーン面Ｓとなっている。スクリーン面Ｓは平面
であり、かつ無地（例えば白）である。スクリーン面Ｓには、光源３０２より射出される
励起光に対応する蛍光剤が塗布されていてもよい。
【００４８】
　筐体２２は、壁部２２ｂのほぼ中央であってスクリーン面Ｓと正対する位置に保持部２
４が形成されている。保持部２４は、壁部２２ｂの外壁面上に形成された凹部であり、ス
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クリーン面Ｓと正対する面（凹部をなす底面）に開口Ａが形成されている。また、保持部
２４の凹形状は、電子内視鏡１００の先端部１０４の外形状に対応する。そのため、保持
部２４は、図４に示されるように、電子内視鏡１００の先端部１０４が差し込まれること
により先端部１０４を保持して、スクリーン面Ｓに対する先端部１０４の位置を決める。
より詳細には、保持部２４は、開口Ａを介して第一先端面１０４ａ及び第二先端面１０４
ｂがスクリーン面Ｓと正対するように先端部１０４を保持することにより、共焦点光学ユ
ニット１３２を、スクリーン面Ｓに対して中心軸ＡＸ（及び対物光学系１３２Ｄの光軸）
が垂直となり、かつスクリーン面Ｓ上に走査光を走査することが可能な位置で保持すると
共に、対物レンズ１２４及び固体撮像素子１２６を、スクリーン面Ｓに対して光軸が垂直
となり、かつ走査光により走査されたスクリーン面Ｓを撮像することが可能な位置で保持
する。附言するに、保持部２４は、スクリーン面Ｓ上における走査光による走査領域の全
体が、対物レンズ１２４及び固体撮像素子１２６による撮像範囲に含まれるように、スク
リーン面Ｓに対する先端部１０４（対物レンズ１２４及び固体撮像素子１２６並びに共焦
点光学ユニット１３２）の位置を決めている。
【００４９】
［キャリブレーション治具２０を用いて行われる走査光の軌跡のキャリブレーション］
　図５は、本実施形態による、走査光の軌跡のキャリブレーションを示すフローチャート
である。
【００５０】
［セッティング（図５のＳ１）］
　本キャリブレーションでは、まず、キャリブレーション対象（本実施形態では第二の撮
像システム）を備える電子内視鏡１００がキャリブレーション治具２０にセッティングさ
れる。本セッティングでは、作業者による、キャリブレーション治具２０に対する電子内
視鏡１００の取り付け（図４参照）、及び内視鏡システム１０の起動の操作が行われる。
なお、術者は、本キャリブレーションに関する内視鏡システム１０に対する操作を、電子
内視鏡１００の手元操作部１０８又は第二のプロセッサ３００の操作部３２２を通じて行
うことができる。
【００５１】
［スクリーン面Ｓの走査（図５のＳ２）］
　作業者が電子内視鏡１００に対して所定の操作を行うと、光源３０２より射出されて光
ファイバ１３０等を伝送された励起光が、保持部２４に保持された先端部１０４の第一先
端面１０４ａを介して射出されて、スクリーン面Ｓを渦巻状に走査する。
【００５２】
［スクリーン面Ｓの撮像（図５のＳ３）］
　図５の処理ステップＳ２（スクリーン面Ｓの走査）にて走査されたスクリーン面Ｓを反
射する反射光は、対物光学系１３２Ｄを介して固体撮像素子１２６の受光面上の各画素で
結像し光電変換される。第一のプロセッサ２００の信号処理装置２０４は、光電変換によ
り得られた画像信号を処理して、走査光による走査領域の全体を含むスクリーン面Ｓの画
像（以下、「走査軌跡画像」と記す。）を生成する。生成された走査軌跡画像は、モニタ
Ｍ１の表示画面に表示される。
【００５３】
［走査軌跡の歪み判定（図５のＳ４）］
　図１に示されるように、第一のプロセッサ２００は、基準軌跡データ格納メモリ２０６
、補正制御回路２０８、通信インタフェース２１０を有している。基準軌跡データ格納メ
モリ２０６には、本キャリブレーションで目標とする基準軌跡の画像データが格納されて
いる。図６に、基準軌跡の画像データより構築される基準軌跡を示す。図６に示されるよ
うに、基準軌跡は、中心軸ＡＸを中心とした所定の円形の走査領域を渦巻状に走査したも
のとなっており、基準軌跡を構成する夫々の回転軌跡が同心円に近似する軌跡となってい
る。
【００５４】



(13) JP 2014-90780 A 2014.5.19

10

20

30

40

50

　補正制御回路２０８は、フレームメモリにバッファリングされる一フレームの走査軌跡
画像（すなわち、撮像された走査軌跡画像）のデータを取得する。補正制御回路２０８は
、基準軌跡データ格納メモリ２０６に格納されている基準軌跡の画像データを読み出し、
読み出された基準軌跡の画像データと、上記で取得された走査軌跡の画像データとを比較
して差分を算出する。
【００５５】
　補正制御回路２０８は、算出された差分が所定の許容範囲内に収まるものである場合、
走査光による走査軌跡が基準軌跡に対して実質的に歪んでおらず、両者が一致するものと
みなす（図５のＳ４：ＮＯ）。これにより、本キャリブレーションが完了する。補正制御
回路２０６は、例えば所定の完了通知をモニタＭ１の表示画面に表示させることにより、
本キャリブレーションの完了を作業者に報知することができる。
【００５６】
［駆動パラメータの補正データの生成（図５のＳ５）］
　補正制御回路２０８により算出された差分が所定の許容範囲内に収まらない場合は、走
査光による走査軌跡が製品固有特性に依存して基準軌跡画像に対して歪みを持った状態に
ある（図５のＳ４：ＹＥＳ）。この場合、補正制御回路２０８は、上記差分に基づいて所
定の補正データを生成する。ここで、生成される補正データは、走査軌跡の画像データを
基準軌跡の画像データに一致させるためのものであり、具体的には、二軸アクチュエータ
１３２Ｃに印加される交流電圧Ｘ及びＹの振幅、位相及び周波数等の駆動パラメータを調
節（より正確には補正）するためのデータである。
【００５７】
　通信インタフェース２１０は、信号ケーブル４００を介して第二のプロセッサ３００の
通信インタフェース３２４と接続されている。通信インタフェース２１０は、補正制御回
路２０８により生成された補正データを信号ケーブル４００を介して通信インタフェース
３２４へ送信する。通信インタフェース３２４は、受信された補正データをＣＰＵ３０８
へ転送する。
【００５８】
［駆動パラメータの補正（図５のＳ６）］
　ＣＰＵ３０８は、通信インタフェース３２４より転送された補正データをＣＰＵメモリ
３１０に格納する。ＣＰＵ３０８は、格納された補正データを必要時（すなわち、二軸ア
クチュエータ１３２Ｃの駆動制御時）に読み出して、サブＣＰＵ１３４に送信する。サブ
ＣＰＵ１３４は、ＣＰＵ３０８より送信された補正データに従って走査ドライバ１３８に
指定する設定値を補正する。設定値が補正されると、本フローチャートの処理ステップが
図５の処理ステップＳ２（スクリーン面Ｓの走査）に戻る。
【００５９】
　再度行われる図５の処理ステップＳ２（スクリーン面Ｓの走査）においては、走査ドラ
イバ１３８が、サブＣＰＵ１３４により指定される補正後の設定値に基づいてドライブ信
号を生成し、生成されたドライブ信号によって二軸アクチュエータ１３２Ｃを駆動制御す
る。これにより、二軸アクチュエータ１３２Ｃによる点光源（光ファイバ１３０の先端１
３０ａ）の動きが補正され、補正された点光源の動きに応じてスクリーン面Ｓ上の走査軌
跡も補正される。
【００６０】
　図５の処理ステップＳ２（スクリーン面Ｓの走査）から処理ステップＳ６（駆動パラメ
ータの補正）は、フィードバック制御下でスクリーン面Ｓ上の走査軌跡が基準軌跡と一致
するまで繰り返し行われる。
【００６１】
　このように、本実施形態のキャリブレーション治具２０及びキャリブレーションシステ
ム１では、キャリブレーション専用のＰＳＤを備える必要がない。そのため、キャリブレ
ーション治具２０の製作コストが抑えられる。また、キャリブレーション対象（後述の第
二の撮像システム）を搭載する内視鏡システム１０をキャリブレーションシステム１に取
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り込んで利用することにより、キャリブレーションにかかるコストが抑えられる。
【００６２】
　また、本実施形態によれば、内視鏡システム１０が持つ機能を利用してより高度なキャ
リブレーションを行うことも可能となる。例えば、作業者がモニタＭ１の表示画面に表示
される走査領域を視認しやすい大きさに微調節したい場合を考える。この場合、作業者は
、点光源（光ファイバ１３０の先端１３０ａ）のＺ方向の位置調節操作を通じて点光源と
スクリーン面Ｓとの距離を変えることにより、モニタＭ１の表示画面に表示される走査領
域の大きさを微調節することができる。
【００６３】
　以上が本発明の例示的な実施形態の説明である。本発明の実施形態は、上記に説明した
ものに限定されず、本発明の技術的思想の範囲において様々な変形が可能である。例えば
明細書中に例示的に明示される実施例等又は自明な実施例等を適宜組み合わせた内容も本
願の実施形態に含まれる。
【００６４】
　図７は、別の実施形態のキャリブレーション治具２０ｚの内部構成を示す側断面図であ
り、キャリブレーション治具２０ｚに電子内視鏡１００をセットした状態を示している。
別の実施形態のキャリブレーション治具２０ｚは、本実施形態のキャリブレーション治具
２０に対して、保持部２４に保持された電子内視鏡１００の先端部１０４とスクリーン面
Ｓとの距離を調節するための構成が追加されている。具体的には、キャリブレーション治
具２０ｚは、図７に示されるように、筐体２２内にスクリーン２６及びスライド機構２８
を備えている。スクリーン２６は、スライド機構２８上に搭載されている。スライド機構
２８は、例えば周知の一軸ステージであり、作業者による手動操作又は電気的制御により
スクリーン２６をスクリーン面Ｓと直交する方向（図７中矢印方向）に移動させる。これ
により、保持部２４に保持された先端部１０４（対物レンズ１２４及び固体撮像素子１２
６並びに共焦点光学ユニット１３２）とスクリーン面Ｓとの距離が変わる。先端部１０４
とスクリーン面Ｓとの適正な距離は、例えば対物レンズ１２４や対物光学系１３２Ｄの焦
点距離等に応じて変わるため、電子内視鏡１００の製品毎に異なる。作業者は、先端部１
０４とスクリーン面Ｓとの距離を調節することにより、キャリブレーション対象の製品に
適した条件下でキャリブレーションを行うことができる。
【００６５】
　また、例えば、本発明のキャリブレーション対象は、本実施形態で説明した走査方式の
光走査装置に限られない。例として、走査領域の水平方向を往復走査するラスタスキャン
方式や、走査領域を正弦波的に走査するリサージュスキャン方式等を採用する光走査装置
もキャリブレーション対象に含まれる。
【００６６】
　また、本実施形態では、共焦点光学ユニット１３２は、電子内視鏡１００内に組み込ま
れているが、別の形態として、共焦点光学ユニット１３２は、内視鏡の処置具挿通チャン
ネルに挿入されて使用される共焦点プローブに組み込まれたものとしてもよい。
【符号の説明】
【００６７】
１　キャリブレーションシステム
１０　内視鏡システム
２０、２０ｚ　キャリブレーション治具
２２　筐体
２２ａ、２２ｂ　（筐体２２の）壁部
２４　保持部
２６　スクリーン
２８　スライド機構
１００　電子内視鏡
１０２　挿入部可撓管
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１０４　先端部
１０４ａ　（先端部１０４）の第一先端面
１０４ｂ　（先端部１０４）の第二先端面
１０６　湾曲部
１０８　手元操作部
１０８ａ　湾曲操作ノブ
１１０　第一のユニバーサルケーブル
１１２　第二のユニバーサルケーブル
１２０　ＬＣＢ
１２２　配光レンズ
１２４　対物レンズ
１２６　固体撮像素子
１３０　光ファイバ
１３０ａ　（光ファイバ１３０の）先端
１３２　共焦点光学ユニット
１３２Ａ　外筒
１３２Ｂ　内筒
１３２Ｃ　二軸アクチュエータ
１３２Ｄ　対物光学系
１３２Ｅ　圧縮コイルばね
１３２Ｆ　形状記憶合金
１３４　サブＣＰＵ
１３６　サブメモリ
１３８　走査ドライバ
２００　第一のプロセッサ
２０２　光源装置
２０４　信号処理装置
２０６　基準軌跡データ格納メモリ
２０８　補正制御回路
２１０　通信インタフェース
３００　第二のプロセッサ
３０２　光源
３０４　光分波合波器
３０６　ダンパ
３０８　ＣＰＵ
３１０　ＣＰＵメモリ
３１２　光ファイバ
３１４　受光器
３１６　映像信号処理回路
３１８　画像メモリ
３２０　映像信号出力回路
３２２　操作部
３２４　通信インタフェース
３５２　光コネクタ
３５４　電気コネクタ
４００　信号ケーブル
Ａ　開口
Ｍ１、Ｍ２　モニタ
Ｓ　スクリーン面
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